
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（仮称）町田市自殺対策計画（素案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

  



 
 

目 次 
 

 

第１章 計画の策定にあたって .............................. 1 

 １ 背景・動向 ............................................................ 1 

 ２ 計画の位置づけ ........................................................ 4 

 ３ 計画の期間 ............................................................ 4 

 ４ 基本理念 .............................................................. 5 

 ５ 全体指標と目標値 ...................................................... 5 

 

 

第２章 町田市の自殺の現状と課題 .......................... 6 

 １ 町田市の自殺の傾向 .................................................... 6 

 ２ 町田市のこれまでの取り組み ........................................... 14 

 ３ アンケート調査結果からみた現状と課題 ................................. 15 

 

 

第３章 目標・施策 ....................................... 19 

 １ 体系 ................................................................. 19 

 ２ 成果指標一覧 ......................................................... 20 

 ３ 基本目標 ............................................................. 21 

 ４ 関連事業 ............................................................. 36 

 ５ 計画体系と今後の成果指標 ............................................. 44 

 

 

  



 
 

第４章 推進体制 ......................................... 46 

 １ 進捗管理 ............................................................. 46 

２ 個々の役割 ........................................................... 47 

 

 

参考資料................................................. 48  

 １ 町田市自殺対策推進協議会設置要綱 ..................................... 48 

 ２ 町田市自殺対策推進協議会委員名簿 ..................................... 50 

 ３ 町田市自殺対策推進庁内連絡会設置要領 ................................. 51 

 ４ 町田市自殺対策計画策定経過 ........................................... 52 

 ５ 用語解説 ............................................................. 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
1 

 

第１章    計画の策定にあたって 

 

 

１ 背景・動向 

（１）自殺の現状と傾向 

町田市の自殺者数は、1998年以降、横ばい状態で推移していましたが、2011年

以降に減少傾向となっています。 

国の自殺者数は、1998 年以降３万人を超え、2010 年以降 7 年連続して減少し

ています。しかしながら、依然として年間 2万人を超えており、人口 10万人対自殺

死亡率(以下「自殺死亡率」)は、主要先進７か国で最も高い状況となっています。また、

自殺が 15～39 歳の若い世代の死因の第 1 位となっており、若年層の自殺が深刻な

状況となっています。 

 

（２）国・東京都の動向 

国においては、2006年に「自殺対策基本法」を制定し、2007年にはこの法律に

基づき、国の自殺対策の指針となる「自殺総合対策大綱」が閣議決定されました。2012

年８月にはこの大綱の全体的な見直しが行われ、「誰も自殺に追い込まれることのない

社会」の実現を目指すことが明示されました。 

また、2016年３月に「自殺対策基本法」を一部改正し、自殺対策を「生きること

の包括的な支援」と定義し、2017年７月に閣議決定した「自殺総合対策大綱」では、

新たに 2026年までに自殺死亡率を 2015年と比べて 30%以上減少させ、13.0以

下とすることを数値目標として掲げたところです。 

東京都では、2007年１月、庁内の関係局の緊密な連携の下、自殺対策に資する取

組を積極的に展開し、自殺のない健康で生きがいを持って暮らすことのできる都民生

活の実現を目指すことを目的に、自殺対策推進庁内連絡会議を設置し、また、2007

年７月には、行政・民間等が幅広く連携して自殺対策に取り組むため、「自殺総合対策

東京会議」を設置しました。 

さらに効果的な自殺対策を総合的に推進するため、国の自殺総合対策大綱の見直しと

都の自殺の現状を踏まえて、2009年３月に「東京における自殺総合対策の基本的な取

組方針」を改正し、2018年６月には、「東京都自殺総合対策計画」を策定しました。  
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（３）自殺対策についての基本認識 

「自殺総合対策」では「生きることへの支援」という観点から、以下の通りの認識

をしています。町田市でもその認識を踏まえて取り組んでいきます。 

 

 

① 自殺は、その多くが追い込まれた末の死である 

自殺は、様々な悩みが原因で心理的に追い詰められ、自殺以外の選択肢が考えられ

ない状態に陥ることや、役割喪失感、過剰な負担感から、危機的な状態にまで追い込

まれてしまうと考えられています。町田市が、誰も自殺に追い込まれることのない地

域となり、自殺者数が０人になることを目指しています。 

 

 

② 社会全体の自殺リスクを低下させる 

自殺は、その多くが防ぐことができる社会的な問題であるとの基本認識の下、自殺

対策を、生きることの包括的な支援として、社会全体の自殺リスクを低下させるとと

もに、一人ひとりの生活を守るという姿勢で展開するものです。 

 

 

③ 生きることの阻害要因を減らし、促進要因を増やす 

自殺対策は「生きることの阻害要因」を減らす取組に加えて、「生きることの促進要

因」を増やす取組を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低下させる方向で、生き

ることの包括的な支援として推進する必要があります。 

 

※「生きることの促進要因」とは、自殺に対する保護要因のことで、自分を大切にする自己肯定感や、

信頼できる人間関係などにより、危機回避能力が高くなる要因のこと。 

「生きることの阻害要因」とは、自殺のリスク要因のことで、失業や多重債務、生活苦等により生き

づらさを感じる要因のこと。 

 

 

④ 様々な分野の生きる支援との連携を強化する 

自殺に追い込まれようとしている人の自殺を防ぐためには、精神保健的な視点だけ

でなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取組が重要であり、そのためには、様々

な分野の施策、人々や組織が密接に連携する必要があります。 
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⑤ 自殺は「誰にでも起こり得る危機」という認識を醸成する 

自殺に追い込まれるという危機に陥った人の心情や背景は、理解されにくい現実が

あり、そうしたことへの理解を深めることも含めて、誰かに援助を求めることが適当

であるということを、社会全体の共通認識として普及啓発を行う必要があります。 

 

 

 

 

自殺の危機要因イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：厚生労働省 市町村自殺対策計画策定の手引き 

○社会が多様化する中で、地域生活の現場で起きる問題は複雑化・複合化している。 
○複雑化・複合化した問題が最も深刻化したときに自殺は起きる。「平均４つの要因（問題）
が連鎖する中で自殺が起きている」とする調査(『自殺実態白書 2013』NPO法人ライフリ
ンク)もある。 
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２ 計画の位置づけ 

本計画は、2016年３月に改正された「自殺対策基本法」に基づき、国の定める「自

殺総合対策大綱」等の趣旨を踏まえて、同法第 13条第 2項に定める「市町村自殺対

策計画」として策定するものです。 

また、「東京都自殺総合対策計画」や町田市の最上位計画である「町田市基本計画『ま

ちだ未来づくりプラン』」「まちだ健康づくり推進プラン（第５次町田市保健医療計画）」

「第７期町田市介護保険事業計画」「新・町田市子どもマスタープラン」「町田市教育

プラン」「第５次町田市障がい者計画」等との整合性を図りながら策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の期間 

町田市自殺総合対策基本方針を 2018 年度で終了とし、本計画の計画期間は、

2019 年度から 2023 年度までの５年間とします。ただし、自殺の実態の分析結果

や社会情勢の変化等を踏まえ、評価・検証を行いながら、適宜内容の見直しを行うこ

ととしています。 
 

2012 
年度 

2013 
年度 

2014 
年度 

2015 
年度 

2016 
年度 

2017 
年度 

2018 
年度 

2019 
年度 

2020 
年度 

2021 
年度 

2022 
年度 

2023 
年度 

            

  

 

 

町田市基本計画 

「まちだ未来づくりプラン」  
 
 

自殺対策基本法 

（2016年改正） 

自殺総合対策大綱 

国 
 町

田
市
自
殺
対
策
計
画 

 
・まちだ健康づくり 
推進プラン（第 5次 
町田市保健医療計画） 

・第 7期町田市 
介護保険事業計画 

・新・町田市子ども 
マスタープラン 

・町田市教育プラン  

・第 5次町田市障がい者計画 

等 

整合 

連携 

 
 
 

東京都 

自殺総合対策計画 

（2018年度～ 

2022年度） 

東京都 

町田市自殺総合対策基本方針 

町田市基本計画「まちだ未来づくりプラン」 

まちだ健康づくり推進プラン 
（第 5 次町田市保健医療計画） 

まちだ健康づくり推進プラン 
（第４次町田市保健医療計画） 

町田市自殺対策計画 
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４ 基本理念 

本計画では、「かけがえのない“いのち”を大切にするまち」を基本理念として、市

民の誰もが自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指します。 

人の「命」は何ものにも代えがたいものです。家庭、地域、学校、職場、専門機関

等、様々な分野の人々や組織が密接に連携し、「いつもと違う」様子に気づき、みんな

で生きることを支えるための取り組みを包括的に推進していきます。 

基本理念 

 

 

 

 

 

 

５ 全体指標と目標値 

本計画を総合的に評価する際の指標(以下「全体指標」)は、町田市民の自殺死亡率と

します。 

 

全体指標 根拠 
現状値（基準） 目標値 

2015年 2023 年 

自殺死亡率 

厚生労働省 

地域における自殺の基礎資料 

【自殺日・居住地】 

17.4 13.6 

 

自殺総合対策大綱及び東京都自殺総合対策計画では、2015 年を基準年として

2026年までに 30％以上減少させることを目標としています。 

町田市においても、同様の考え方で、2015年を基準年として2026年までに30％

以上減少することを目標とします。 

本計画の最終年は 2023 年であることから、2023 年の自殺死亡率の目標値を設

定します。2015 年を基準年とし、8 年後の減少率を算出し、約 20％減少していれ

ば 2026 年までの目標達成につながると考え、本計画における自殺死亡率の目標値

は、13.6とします。 

 

※町田市民の自殺死亡率について 

町田市では、国や東京都と比べて人口が少ないため、単年度の自殺者数だけ見ていくと、自殺死亡

率の変動が大きくなります。 

この場合、変動を滑らかにし、経年傾向を俯瞰する手法として、移動平均を用います。移動平均は

国や東京都、他集団と比較する場合や、市の経年傾向をみる場合に有効です。 

本計画では、特に断りのない限り 3年間の移動平均を使っています。 
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第２章    町田市の自殺の現状と課題 

 

 

１ 町田市の自殺の傾向 

（１）自殺死亡率の推移 

町田市の自殺死亡率の推移をみると、減少傾向となっています。2016年では自殺

死亡率が 15.8となっており、東京都・全国の自殺死亡率よりも低くなっています。 

 

 

自殺死亡率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 

町田市 19.9 21.0 18.6 18.8 17.4 15.8 

東京都 24.5 21.4 21.0 19.6 18.6 16.6 

全 国 24.1 21.8 21.1 19.6 18.6 17.0 

資料：厚生労働省ホームページ、地域における自殺の基礎資料【自殺日・住居地】 
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（２）自殺者数の推移 

自殺者数の推移をみると、2013年を除き 2012年から 2016年まで 70人前後

で推移していましたが、2017 年では 57 人に減少しています。男女別でみると、

2016年では男性が 53人、女性が 21人となっており、女性に比べ男性が約 2.5倍

となっていましたが、2017年では男女はほぼ同数となっています。 

自殺者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

資料：厚生労働省、地域における自殺の基礎資料【自殺日・住居地】 

（３）年代別自殺者の状況 

① 性別自殺者の年齢構成 

性別自殺者の年齢構成をみると、男女ともに40歳代の割合が高く、男性で18.9％、

女性で 21.9％となっています。また、男性では全国（17.8％）、女性では東京都

（17.8％）、全国（14.7％）よりも高くなっています。 

性別自殺者の年齢構成（男性）（2012年～2016年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※（ ）内は実数 

資料：自殺総合対策推進センター 

※「自殺総合対策推進センター」とは 
国の政策及び民間団体を含む地方自治体レベルの取組をより推進するため、各種の研究
成果や統計情報に基づき、地域の自殺の実態を把握しやすくする情報提供と自殺対策の
改善に資する政策評価に関する事業及び研究開発を行っています。  

男性 女性

3.1%（8）

2.6%（218）

2.2%(1,878)

15.7%（40）

13.7%（1,155）

10.9%(9,453)

14.2%（36）

15.0%（1,266）

13.9%(11,917)

18.9%（48）

19.1%（1,608）

17.8%(15,327 )

15.7%（40）

17.0%（1,435）

17.7%(15,146 )

11.8%（30）

15.4%（1,301）

17.1%(14,680 )

16.9%（43）

11.5%（969）

12.6%(10,764 )

3.5%（9）

5.6%（475）

7.9%(6,750)

町田市

東京都

全国

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

20歳未満 20歳代 30歳代

40歳代 50歳代 60歳代

70歳代 80歳以上
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性別自殺者の年齢構成（女性）（2012年～2016年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※（ ）内は実数 
資料：自殺総合対策推進センター 

 

② 性別・年代別の自殺死亡率 

性別・年代別の自殺死亡率をみると、男性では 20歳代、70歳代で東京都・全国よ

り高く、60歳代、80歳以上で低くなっています。女性では 40歳代で東京都・全国

より高く、60歳代以上で低くなっています。 

性別・年代別の自殺死亡率及び自殺者数（2012年～2016 年） 

    【男性】                【女性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：自殺総合対策推進センター  

3.9%（5）

2.5%（110）

2.2%(857)

10.9%（14）

12.9%（558）

8.9%(3,521)

13.3%（17）

15.8%（684）

12.1%(4,715)

21.9%（28）

17.8%（768）

14.7%(5,722)

15.6%（20）

15.0%（646）

14.4%(5,586)

13.3%（17）

14.2%（613）

17.3%(6,742)

14.1%（18）

13.2%（572）

16.6%(6,503)

7.0%（9）

8.6%（370）

13.7%(5,338)

町田市

東京都

全国

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

20歳未満 20歳代 30歳代

40歳代 50歳代 60歳代

70歳代 80歳以上

町田市

東京都

全 国

（人口10万人対）

20歳未満

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

4.0（8）

36.5（40）

25.2（36）

27.0（48）

32.4（40）

22.4（30）

39.0（43）

18.8（9）

4.1（218）

28.0（1,155）

23.4（1,266）

29.0（1,608）

36.4（1,435）

33.0（1,301）

34.3（969）

34.5（475）

3.2（1,878）

27.7（9,453）

27.6（11,917）

33.1（15,327）

38.9（15,146）

33.0（14,680）

34.6（10,764）

42.4（6,750）

0 20 40 60

※自殺者数（人口 10万対）とは 
 人口 10万人に対する自殺者の比率を表します。 
 （ ）内は自殺者数 

 

（人口10万人対）

20歳未満

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

2.6（5）

13.4（14）

12.3（17）

16.7（28）

16.2（20）

11.3（17）

14.0（18）

11.6（9）

2.2（110）

14.0（558）

13.3（684）

14.6（768）

17.3（646）

15.1（613）

16.4（572）

14.5（370）

1.6（857）

10.8（3,521）

11.4（4,715）

12.7（5,722）

14.4（5,586）

14.4（6,742）

17.4（6,503）

17.7（5,338）

0 20 40 60

（人口10万対）

60



 
9 

 

 

③ 性別・年代別の自殺者数 

2012年～2016年までの間の自殺者数は、男性60歳以上無職が49人（12.8％）

と最も高くなっています。次いで、男性 40～59歳有職が 37人（9.7％）、女性 40

～59歳無職が 34人（8.9％）となっています。 

性別・年代別の自殺者数の上位５位（2012 年～2016年） 

上位５区分 
自殺者数 
５年計 

割合 
自殺率* 
(10 万対) 

背景にある主な自殺の 
危機経路** 

１位:男性 60歳以上無職同居 49 12.8％ 32.1 
失業（退職）→生活苦＋介
護の悩み（疲れ）＋身体疾
患→自殺 

２位:男性 40～59歳有職同居 37 9.7％ 15.7 
配置転換→過労→職場の人
間関係の悩み＋仕事の失敗
→うつ状態→自殺 

３位:女性 40～59歳無職同居 34 8.9％ 19.9 
近隣関係の悩み＋家族間の
不和→うつ病→自殺 

４位:男性 20～39歳無職同居 31 8.1％ 72.3 

①【30代その他無職】ひき
こもり＋家族間の不和→孤
立→自殺／②【20代学生】
就職失敗→将来悲観→うつ
状態→自殺 

５位:女性 60歳以上無職同居 31 8.1％ 13.0 
身体疾患→病苦→うつ状態
→自殺 

資料：自殺総合対策推進センター 
順位は自殺者数の多さに基づき、自殺者数が同数の場合は自殺率の高い順としました。 

*自殺率の母数（人口）は 2015年国勢調査を元に自殺総合対策推進センターにて推計しました。 

**「背景にある主な自殺の危機経路」は自殺実態白書 2013（ライフリンク）を参考にしました。 

 

（４）自殺未遂者の状況 

自殺未遂の有無をみると、「あり」の割合が 20.4％と東京都と比べ高く、全国と比

べ低くなっています。 

自殺未遂者の状況（2012年～2016年の合計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ）内は自殺未遂者数 

資料：自殺総合対策推進センター  

あり なし 不詳

資料：地域自殺実態プロファイル（H24～28合計）

20.4 

（78）

18.9

（2,416）

23.6

（16,838）

56.8

（217）
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22.8

（87）
30.3

（3,871）

18.0 

（12,852）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

町田市 東京都 全 国

(％)
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（５）職業別の自殺者の状況 

町田市における自殺者数全体に対する職業別自殺者の割合をみると、男性の若年層・

中高年層、女性の若年層では「被雇用者・勤め人」の割合が高く、男女ともに高齢者

層では「年金等」の割合が高くなっています。 

 

 

職業別の自殺者の状況（2012 年～2016 年の合計） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※（ ）内は実数 

 

  

若年層（40歳未満）（男性） 若年層（40歳未満）（女性） 

自営業・家族従

業者

1.2%（1）

被雇用者・

勤め人

34.9%（29）

学生

24.1%（20）

主婦

0.0%（0）

失業者

8.4%（7）

年金等

0.0%（0）

その他無職

31.3%（26）

不詳

0.0%（0）

中高年層（40歳～59歳）（男性） 中高年層（40歳～59歳）（女性） 

自営業・家族従

業者

0.0%（0）

被雇用者・

勤め人

36.1%（13）

学生

22.2%（8）

主婦

11.1%（4）

失業者

0.0%（0）

年金等

0.0%（0）

その他無職

27.8%（10）

不詳

2.8%（1）

自営業・家族従

業者

14.9%（13）

被雇用者・

勤め人

43.7%（38）

学生

0.0%（0）

主婦

0.0%（0）

失業者

13.8%（12）

年金等

1.1%（1）

その他無職

25.3%（22）

不詳

1.1%（1）

自営業・家族従

業者

6.3%（3）

被雇用者・勤め人

16.7%（8）

学生

0.0%（0）

主婦

45.8%（22）

失業者

2.1%（1）

年金等

2.1%（1）

その他無職

27.1%（13）

不詳

0.0%（0）
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※（ ）内は実数 
資料：自殺総合対策推進センター 

 

 

 

 

有職者の自殺の内訳については、自営業・家族従事者が 24 人（20.2％）、被雇用

者・勤め人が 95人（79.8％）となっています。 

 

 

有職者の自殺の内訳（性・年齢・同居の有無の不詳を除く）（2012 年～2016年の合計） 

職業 自殺者数 割合 全国割合 

自営業・家族従業者 24 20.2％ 21.4％ 

被雇用者・勤め人 95 79.8％ 78.6％ 

合計 119 100.0％ 100.0％ 

資料：自殺総合対策推進センター 

 

 

 

  

高齢者層（60歳以上）（男性） 高齢者層（60歳以上）（女性） 

自営業・家族従

業者

8.6%（7） 被雇用者・勤め人

8.6%（7）

学生

0.0%（0）

主婦

0.0%（0）

失業者

4.9%（4）
年金等

44.4%（36）

その他無職

30.9%（25）

不詳

2.5%（2）

自営業・家族従

業者

0.0%（0） 被雇用者・勤め人

0.0%（0）
学生

0.0%（0）

主婦

32.6%（14）

失業者

0.0%（0）

年金等

46.5%（20）

その他無職

20.9%（9）

不詳

0.0%（0）
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（６）自殺の原因・動機 

町田市における自殺の原因・動機は、「健康問題」が最も多く、次いで「家庭問題」、

「経済・生活問題」の順となっています。 

男性では、女性よりも「学校問題」による自殺割合が高く、女性では、男性よりも「家

庭問題」による自殺割合が高くなっています。 

 

自殺の原因・動機の状況【複数回答】（2017年、町田市） 

 家庭問題 健康問題 
経済・ 
生活問題 

勤務問題 男女問題 学校問題 その他 不詳 合計 

総
数 

人数 8 44 5 1 3 2 4 11 57 

割合 14.0% 77.2% 8.8% 1.8% 5.3% 3.5% 7.0% 19.3% － 

男
性 

人数 3 22 3 0 1 2 2 9 29 

割合 10.3% 75.9% 10.3% 0.0% 3.4% 6.9% 6.9% 31.0% － 

女
性 

人数 5 22 2 1 2 0 2 2 28 

割合 17.9% 78.6% 7.1% 3.6% 7.1% 0.0% 7.1% 7.1% － 

 

自殺の原因・動機別自殺者割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省、地域における自殺の基礎資料【自殺日・住居地】 

 

  

（％）

家庭問題

健康問題

経済・生活問題

勤務問題

男女問題

学校問題

その他

不詳

14.0

77.2

8.8

1.8

5.3

3.5

7.0

19.3

10.3

75.9

10.3

0.0

3.4

6.9

6.9

31.0

17.9

78.6

7.1

3.6

7.1

0.0

7.1

7.1

0 20 40 60 80 100

総数

男性

女性
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（７）自殺者の手段 

2012 年～2016 年までの間の手段別の自殺者数は、首つりが最も高く推移し、

256 人（67.0％）となっています。次いで、その他が 41 人（10.7％）、飛降りが

36人（9.4％）となっています。東京都・全国と比べ、町田市で発生した自殺者数全

体に対する首つりの割合が高くなっています。 

 

自殺者数の推移（手段別）（2012年～2016年の合計） 

手段 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 合計 割合 
東京都
割合 

全国 
割合 

首つり 45 65 53 50 43 256 67.0％ 59.2％ 66.0％ 

服毒 4 4 0 4 1 13 3.4％ 2.0％ 2.5％ 

練炭等 1 2 6 3 5 17 4.5％ 4.3％ 7.5％ 

飛降り 9 7 6 8 6 36 9.4％ 17.4％ 9.6％ 

飛込み 4 3 6 4 1 18 4.7％ 4.3％ 2.3％ 

その他 5 10 6 3 17 41 10.7％ 12.3％ 12.0％ 

不詳 0 0 0 0 1 1 0.3％ 0.5％ 0.1％ 

合計 68 91 77 72 74 382 100％ 100％ 100％ 

資料：自殺総合対策推進センター 

 

 

（８）児童・生徒等の自殺の内訳 

児童・生徒等の自殺の内訳については、大学生・専修学校生等が 19 人（68％）、

高校生以下が９人（32％）となっています。全国と比べ、大学生・専修学校生等の割

合が高くなっています。 

 

児童・生徒等の自殺者数の内訳（2012年～2016年の合計） 

学生・生徒等(全年齢) 自殺者数 割合 東京都割合 全国割合 

高校生以下 9 32％ 29％ 38％ 

大学生・専修学校生等 19 68％ 71％ 62％ 

合計 28 100％ 100％ 100％ 

資料：自殺総合対策推進センター 
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２ 町田市のこれまでの取り組み 

町田市では、2013年６月に町田市自殺総合対策基本方針を定めるとともに、関連

計画と連動し、各事業を通じて庁内はもとより、庁外の関係機関とも幅広い連携の構

築に努めてきました。その結果、ゲートキーパーの養成や、自殺対策普及啓発として

のキャンペーンの実施、複数の問題が一度に相談できる総合相談会を他市と比べて先

進的に取り組むなど、自殺死亡率（人口 10 万人あたりの自殺者数）の減少［18.6

（2013年）→15.8（2016年）］につなげています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自殺死亡率を把握するとともに、関係機関と共有 

してきた。 
（１）継続的な実態把握 

①町田市ホームページでの周知 

②悩みの相談先一覧 ポスター等の作成 

③強化月間における普及啓発キャンペーン 等を実

施してきた。 

（２）広報普及啓発 

2011年から 2017年までゲートキーパー養成講座を

年間数回開催し、市民や行政職員、関係団体等を中

心に、これまでに、延べ 4,858名が参加し、ゲート

キーパーの養成に努めてきた。 

（３）ゲートキーパーの養成 

2015年度から総合相談会を継続して実施。全 6回 

で、延べ 183組が 283件の相談をおこなった。 （４）相談・支援の充実 

①国や東京都と連携し、自殺対策予防週間や自殺対

策強化月間において、広報周知を図ってきた。 

②庁内では、庁内連絡会を設置、関係機関とは推進

協議会を設置し、連携・協力体制を築いてきた。 

（５）連携体制の構築 

＜これまでの取り組み＞ 
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３ アンケート調査結果からみた現状と課題 

（１）調査概要（市民） 

① 調査の目的 

本調査は、こころの健康に関する市民の現状や考えなどを聞き、総合的なこころの

健康づくりを推進するための基礎資料を得るために実施したものです。 

 

② 調査対象 

町田市在住の 18歳以上を住民基本台帳法で規定されている住民票から無作為抽出 

 

③ 調査期間と調査方法 

2017年 11月１日から 2017年 11月 30日まで郵送による配布・回収 

 

④回収状況 

配 布 数 有効回答数 有効回答率 

3,000 通 1,019 通 34.0％ 

 

（２）調査概要（鉄道団体・学校） 

① 調査の目的 

本調査は、鉄道団体、学校が実施しているこころの健康づくりに関する取組の現状

や課題を聞き、総合的なこころの健康づくりを推進するための基礎資料を得るために

実施したものです。 
 

② 調査対象 

町田市内の鉄道団体及び私立中学校・私立公立高等学校・専門学校・専修学校、町

田市包括協定大学等（ただし、町田市自殺対策推進協議会委員である公立小中学校は

除く） 

 

③ 調査期間と調査方法 

2018年３月６日から 2018年３月 31日まで郵送による配布・回収 

 

④ 回収状況 

 配 布 数 有効回答数 有効回答率 

鉄道団体 ４通 ２通 50.0％ 

学  校 45 通 24 通 53.3％ 
  



 
16 

 

（３）町田市における自殺対策の現状と課題 

自殺統計から、傾向は全国や東京都と比べるとおおむね同様の傾向を示しています

が、町田市に特化した特徴として、20歳代男性、40歳代女性、男性 60歳以上無職

の自殺者数が全国や東京都と比べると多くなっています。 

アンケート調査では、自殺について「自殺はすべきではない」という回答が半数を

超えているものの、自殺対策は自分自身に関わる問題だと認識していない回答も半数

近くとなっています。さらに、こころの不調や不眠が２週間以上続いても、医療機関

などに受診しない方が６割を占めており、その理由は、「自然に治るだろうから」、「自

分で解決できるから」の割合が大半を占めています。 

また、悩みや不安・ストレスは年齢が低い 20 代で「いつも感じている」人の割合

が高い傾向があります。一方、不安や悩みやつらい気持ちの相談相手は同居の家族や

親族、友人や同僚が半数以上を占め、身近な人が本人の変化に気づく傾向が高いとい

えます。 

 

○ 自殺についての考え 

自殺についての考えについて、「自殺はすべきではない」の割合が 66.0％と最も高

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 自殺対策は自分自身に関わる問題だと思うか 

自殺対策は自分自身に関わる問題だと思うかについて、「どちらかといえばそうは思

わない」と「そう思わない」をあわせた“そう思わない”の割合が 45.1％。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

1,019 66.0 15.5 6.0 8.6 2.3 1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自殺はすべきではない

自殺はすべきではないが、事情によってやむをえないこともあると思う

自殺はその人個人の問題であり、自由だと思う

よくわからない

その他

無回答

回答者数 =

1,019 16.5 18.6 13.2 31.9 17.7 2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそうは思わない そう思わない

どちらともいえない 無回答
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〇 鉄道団体におけるこころの健康づくりの取組内容について 

・所属員にストレスチェックを実施している。 

・自殺予防キャンペーンや健康相談のポスター等について、効果的に周知をしたい

と考えている。 

・駅構内放送にてお客様へ周知している。 

・もっとお客様から話しかけやすい環境をつくっていきたい。 

・チラシ配布等に協力したい。 

 

〇 学校におけるこころの健康づくりの取組内容や意見について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①家庭の生活に関する支援 

・早期発見、早期対応。 

・クラス担任が学生・生徒本人の相談

にのり、保護者と密に連絡をとり、

状況を把握することを心がけてい

る。 

②生活全般に関する相談支援 

・各校の校内分掌にある担当部およ

びスクールカウンセラーとの連携

により、相談しやすい環境整備をし

ている。 

・保健管理センター内に、保健室と学

生相談室があり、両者が有機的に協

力しあいながら学生の健康に目配

りしている。 

・学生相談室では、教員の相談員の

他、カウンセラーや精神科医師の専

門職の相談員が対応している。 

・学生相談室を設置。学生が利用しや

すいよう場所、雰囲気を工夫してい

る。 

③経済的な支援 

・学生への経済的支援として各種奨

学金制度。 

 

①関係機関へのつなぎ 

・町田市子ども家庭支援センター

や八王子児童相談所と連携して

いる。 

 

②学習支援 

・学生食堂内に学習支援スペースを設

け、気軽に相談できるようにしてい

る。 

 

③就業・就労支援 

・ストレスチェックの実施。   

・「心の健康づくり計画」の策定。 

・衛生委員会での職場環境改善に向け

た協議。   

・産業医による面談。 

・就職では、１年生からキャリア教育

を行い、就職のための準備をしてい

る。 

 

④町田市保健所健康推進課に対する

要望や意見 

・自殺防止 SOS、TEL などわかりや

すくしてほしい。 
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《統計からみる町田市の自殺の傾向》   《意識調査からみる市民意識と現状》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《町田市自殺総合対策基本方針からみた課題》 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

町田市の地域特性を踏まえた自殺対策の課題と重点とすべき取り組み 

・年齢層は幅広い対象とする必要がある。 

・性・年齢別の特徴や原因・動機別の特徴を踏まえて効果的に取り組む必要がある。 

・各団体と連携・協力して進める必要がある。 

・事前予防・危機対応・事後対応の各段階に応じて総合的な対策として進める必要がある。 

①自殺対策の認知度が低い 

②心の不調等の異変時の受診者が
少ない 

③女性が課題を抱えやすい 

④若年層が自殺に追い込まれやす
い 

⑤状態が深刻化する前の早期発見
が必要 

《町田市における自殺対策の現状を踏まえた課題と重点とすべき取り組み》 

・自殺死亡率の推移は、近年、減少傾向 

・自殺者数の推移は、これまで女性に比
べ男性が多かったが、2017 年では
ほぼ同等 

・男性では 20歳代、70歳代で東京都・
全国より高く、60 歳代、80 歳以上
で低い。 

・女性では 40歳代で東京都・全国より
高く、60歳代以上で低い。 

・自殺者数は、男性 60歳以上無職が最
も高い。 

・自殺未遂歴の「あり」の割合が東京都
と比べ高い。 

・児童・生徒等の自殺の内訳は、大学生・
専修学校生等が約７割、高校生以下が
約３割である。全国と比べ、大学生・
専修学校生等の割合が高い。 

 

 

 

○認知度 

・自殺対策は自分自身に関わる問題だと思う
人の割合（35.1%） 

・自殺対策に関する事柄の認知度で「内容ま
で知っていた」の割合が１割未満と低い。 

 
○相談 

・心の不調等が 2週間以上続く場合でも、医
療機関を受診しない人の割合（58.3%） 

 
○自殺を考える要因 

・40歳以上は、家庭に関すること(家族関係
の不和、子育て、家族介護、看病等) 

 
○若年層(39歳以下) 

・悩みを抱えたときやストレスを感じた時に
誰かに相談したり助けを求めたりすること
にためらいを感じる人の割合で、職業別で
は学生が一番高い。 

 
○地域ネットワーク 

・地域の人と話をしたり、交流したりする機
会がない人の割合（52.3%） 

町
田
市
の
課
題 

①自殺対策に関する啓発と周知
の強化 

②適切な受診のための支援 

③課題を抱える女性への支援 

④若年層対策の推進 

⑤地域における自殺対策の取り
組みの推進 

重
点
取
組 
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第３章    目標・施策 

 

 

１ 体系 

基本理念「かけがえのない〝いのち〟を大切にするまち」を実現するため、以下の

基本目標及び基本施策を定め、町田市が主体となって行う事業、町田市と地域が協働

で行う事業を通じて自殺対策を推進します。 

また、町田市の現状と課題をふまえて重点とすべき取り組みとして５つ（①自殺対

策に関する啓発と周知の強化、②適切な受診のための支援、③課題を抱える女性への

支援、④若年層対策の推進、⑤地域における自殺対策の取り組みの推進）があり、そ

れぞれ【取組の方向性】の中で位置づけています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標２ 

生きることの

阻害要因を 

減らす 

基本目標３ 

関係機関が 

連携して 

自殺対策を 

推進する 

(１)市民への啓発

と周知 

【取り組みの柱】 ①【重点】自殺対策に関する啓発と周知

の強化 

②自殺対策予防週間と自殺対策強化月

間におけるキャンぺーンの充実 

 ③市民を対象としたゲートキーパーの養成 

 

【基本理念】 【基本目標】 【基本施策】 【取組の方向性】 

か
け
が
え
の
な
い
〝
い
の
ち
〟
を
大
切
に
す
る
ま
ち 

(２)生きることの

促進要因への

支援 

(４)地域における

ネットワーク

の強化 

(３)自殺防止に向

けた取組 

②小中学校に関する相談体制の充実 

③仕事に関する相談支援体制の充実 

④自殺対策を支える人材の育成 

①【重点】適切な受診のための支援 

②【重点】課題を抱える女性への支援 

③相談窓口・支援体制の充実 

④自殺未遂者への精神的ケアの充実 

⑤自死遺族の集いへの支援 

基本目標１ 

生きることの

促進要因を増

やす 

①【重点】若年層対策の推進 

⑤自殺防止につながる環境整備 

①【重点】地域における自殺対策の取り

組みの推進 

②国・東京都との連携 

③自殺対策推進協議会を通じた連携の

強化 

④自殺対策推進庁内連絡会を通じた連

携の強化 
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２ 成果指標一覧 

町田市の自殺対策の成果指標として、第１章「５ 全体指標と目標値」に設定した

計画全体の指標とともに、前頁に掲げた目標について個別の成果指標を設定します。 

 

成果指標   

 

2015年 2023 年 2026年 

基準 
(仮称)町田市 

自殺対策計画最終年 

自殺総合対策大綱の

最終年 

自殺死亡率(人口 10
万人対)の減少 

17.4 
13.6 

（基準から約 20％減） 

12.2 

（基準から 30％減） 

資料：厚生労働省、地域における自殺の基礎資料  

（警視庁統計に基づき前後１年を含めた３カ年平均として算出） 

 

基本目標１ 生きることの促進要因を増やす     （P.21参照） 

成果指標１ 根拠 
現状値（基準） 目標値 

2017年 2023 年 

自殺対策は自分自身に関
わる問題だと思う人の割
合 

こころの健康に関する
市民意識調査 

35.1％ 
42.1％ 

（基準から 20％増） 

 

基本目標２ 生きることの阻害要因を減らす     （P.26参照） 

成果指標２ 根拠 
現状値（基準） 目標値 

2017年 2023 年 

身近に相談者がいる人の
割合 

町田市民の 

保健医療意識調査 
68.3％ 

81.9％ 

（基準から 20％増） 

 

基本目標３ 関係機関が連携して自殺対策を推進する （P.33参照） 

成果指標３ 根拠 
現状値（基準） 目標値 

2017年 2023 年 

自分が住んでいる地域の
人々が日頃から互いに気
遣ったり声をかけあって
いると思う割合 

こころの健康に関する
市民意識調査 

56.0％ 
67.2％ 

（基準から 20％増） 
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３ 基本目標 

基本目標１ 生きることの促進要因を増やす 

 

れもが 

 

 

【現状と課題】 

市民意識調査の結果によると、この１か月間くらいで、悩みや不安、ストレスを

感じたことについて、「たまに感じることがある（月に１～２回程度）」の割合が

40.0％と最も高く、「ときどき感じることがある（週に１回程度）」の割合が 24.2％、

「いつも感じている」の割合が 18.5％となっています。年齢が低くなるにつれ「い

つも感じている」の割合が高く、20～29歳で約３割と高くなっています。 

しかし、こころの不調や不眠が２週間以上続いていても、医療機関などを「受診

しない」割合が 58.3％と高く、その理由については、「自然に治るだろうから」が

51.7％、「自分で解決できるから」が 40.2％の割合となっています。 

自殺に至る様々な悩みや心理的に追い込まれている状況は一人ひとりによって違

いがあるのは当然であるものの、その年代特有の特徴があります。特に、女性にお

いては、子育て、家族介護等、課題を抱えやすい状況があることからも、それぞれ

のステージにおける問題に応じた取組について啓発と周知を進める必要があり、多

様な視点で「生きることの促進要因」を増やす取り組みが必要です。 

 

【今後５年間の取り組みの方向性】 

 

基本施策（１）市民への啓発と周知 

①【重点】自殺対策に関する啓発と周知の強化 

②自殺対策予防週間と自殺対策強化月間におけるキャンペーンの充実 

③市民を対象としたゲートキーパーの養成 

基本施策（２）生きることの促進要因への支援 

①【重点】適切な受診のための支援 ②【重点】課題を抱える女性への支援 

③相談窓口・支援体制の充実  ④自殺未遂者への精神的ケアの充実 

⑤自死遺族の集いへの支援  

目指す姿 

誰もが信頼できる人間関係を持ち、自己肯定感
や危機回避能力を高めていく 
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基本施策（１）市民への啓発と周知 

自殺は「誰にでも起こり得る危機」という認識のもと、自殺に追い込まれるという

危機に陥った人の心情や背景への理解を深めることも含めて、広報活動、教育活動等、

正しい情報提供に取り組みます。 

また、自殺の危険性が高まっている人の早期発見、早期対応を図るため、自殺の危

険を示すサインに気づき、声をかけ、話を聞き、必要に応じて専門家につなぎ、見守

る「ゲートキーパー」の役割を担う人材等を養成するなど、自殺対策を支える人材の

育成に取り組みます。 

さらに、自殺防止を推進するため、啓発標語等コンクール等を通じて、市民に標語

等を広く募集し、啓発・周知を図っていきます。 

 

 

【主な取組】 

Ｎｏ 事業名・内容等 対象 方向性 

①【重点】自殺対策に関する啓発と周知の強化 

１ 

事業名 
ゲートキーパー協働協定団体に
よる広報啓発 

担当部署 保健所健康推進課 

協働協定団体と協力して啓発と周知の強化に努めます。 市民 新規 

指標 
現状値 

（2017年度） 
目標値 

（2023年度） 
連携団体 

協定団体数 ― 50 団体 民間事業者等 

２ 

事業名 【新】啓発標語等コンクール 担当部署 保健所健康推進課 

啓発標語等のコンクールを実施し、啓発と周知の強化に努めます。 市民 新規 

指標 
現状値 

（2017年度） 
目標値 

（2023年度） 
連携団体 

コンクールの実施 ― 年１回 民間事業者等 
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Ｎｏ 事業名・内容等 対象 方向性 

②自殺対策予防週間と自殺対策強化月間におけるキャンペーンの充実 

３ 

事業名 

自殺対策予防週間(9月 10日～
16 日)と自殺対策強化月間(３
月)における鉄道団体等と協働
した広報事業 

担当部署 保健所健康推進課 

鉄道事業者等と協働し、広報事業を強化します。 
市民 

駅利用者 
継続 

指標 
現状値 

（2017年度） 
目標値 

（2023年度） 
連携団体 

実施駅 ２駅 10 駅 市内各駅 

③市民を対象としたゲートキーパーの養成 

４ 

事業名 
ゲートキーパー養成講座 
（初級編） 

担当部署 
保健所健康推進課 

各課 

自殺予防のために求められる理解と援助について理解を深めます。 市民 継続 

指標 
現状値 

（2017年度） 
目標値 

（2023年度） 
連携団体 

実施回数 ― 年１回 NPO法人等 
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基本施策（２）生きることの促進要因への支援 

自己肯定感や信頼できる人間関係、危機回避能力等の「生きることの促進要因（自

殺に対する保護要因）」より、失業や多重債務、生活苦等の「生きることの阻害要因（自

殺のリスク要因）」が上回ったときに自殺リスクが高まります。 

そのため、自殺対策は「生きることの阻害要因」を減らす取り組みに加えて、「生き

ることの促進要因」を増やす取り組みを行い、双方の取り組みを通じて自殺リスクを

低下させる「生きることの包括的な支援」の推進を図ります。 

女性においては、自殺に至る要因として子育てや介護、ＤＶ等の様々な課題等があ

り、適切な支援を図っていきます。 

【主な取組】 

Ｎｏ 事業名・内容等 対象 方向性 

①【重点】適切な受診のための支援 

５ 

事業名 普及啓発事業 担当部署 保健所保健予防課 

適切な受診につながるように普及啓発（精神保健福祉講演会の開
催や健康だよりへの掲載）を図ります。 

市民 継続 

指標 
現状値 

（2017年度） 
目標値 

（2023年度） 
連携団体 

精神保健福祉講演会や健康
だよりへの掲載による普及

啓発の回数 
― 年１回 ― 

②【重点】課題を抱える女性への支援 

６ 

事業名 女性悩みごと相談 担当部署 市民部市民協働推進課 

女性が抱える様々な問題について相談を受けます。必要に応じて
関係機関等の情報提供等を行うことで、適切な機関への橋渡し等
の役割を担えるようになり得ます。 

女性 継続 

指標 
現状値 

（2017年度） 
目標値 

（2023年度） 
連携団体 

配偶者・恋人間における身
体や精神を傷つける行為を
暴力と認識する市民の割合 

73.7% 
（2016 年度） 

73.7%以上 NPO法人等 

７ 

事業名 総合相談会 担当部署 保健所健康推進課 

女性を対象にした総合相談会及び介護に関する悩みを対象にした
総合相談会を実施し、適切な機関への橋渡し等の役割を担えるよ
うになり得ます。 

女性 継続 

指標 
現状値 

（2017年度） 
目標値 

（2023年度） 
連携団体 

女性を対象にした総合相談
会の実施回数 

― 年１回 町田市医師会等 

介護に関する悩みを対象に
した総合相談会の実施回数 

― 年１回 
町田市介護人材
開発センター等 
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Ｎｏ 事業名・内容等 対象 方向性 

③相談窓口・支援体制の充実 

８ 

事業名 生活困窮者自立支援事業 担当部署 地域福祉部生活援護課 

生活の困りごとや不安を当事者の意思を尊重しながら相談を受け
ます。相談を通して、生活の安定に向けた目標や支援内容を当事
者と一緒に考え、一人ひとりの支援プランをつくります。プラン
に沿った実際の行動化と継続を支援することで前向きに生きる意
欲を喚起し、自殺リスクの低減をもたらすことを目指します。 

市民 継続 

指標 
現状値 

（2017年度） 
目標値 

（2023年度） 
連携団体 

新規相談件数に対する支援 
プラン作成率 

33.8% 35%以上 ― 

④自殺未遂者への精神的ケアの充実 

９ 

事業名 病院運営事業 担当部署 町田市民病院 

自殺未遂者や自殺リスクを抱えた人への医療・社会的側面からの
支援を行います。 

退院支援にあたって、関係機関との連携の充実を図り、地域全体
でサポートを行う上で、切れ目のない支援を行っていきます。 

救急医療対策事業として、通常時間外で応急処置が必要な方の中
には、自殺リスクに関わる問題を抱えているケースも想定され、
必要な支援先につなぐ等の対応をとるなど、自殺対策と連動させ
ることでより効果的な支援になり得ます。 

市民 継続 

指標 
現状値 

（2017年度） 
目標値 

（2023年度） 
連携団体 

ゲートキーパー養成講座 
（専門職編）開催数 

― 年１回 ― 

Ｎｏ 事業名・内容等 対象 方向性 

⑤自死遺族の集いへの支援 

10 

事業名 自殺対策推進事業 担当部署 保健所健康推進課 

自死遺族の集い等への活動を広報周知等で支援します。 
自死 

遺族 
継続 

指標 
現状値 

（2017年度） 
目標値 

（2023年度） 
連携団体 

自死遺族の集いに関する支援 

(広報周知)の実施 
― 通年 

自死遺族支援セ
ンター等 
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基本目標２ 生きることの阻害要因を減らす 

 

 

 

 

 

【現状と課題】 

市民意識調査の結果によると、悩みを抱えたときやストレスを感じたときに、誰か

に相談したり、助けを求めたりすることにためらいを感じる人の割合は、全体で

40.4％となっています。また、自殺したいと思ったことのある人の割合は、約５割と

高くなっています。このうち、学生では 5割程度が自殺したいと思ったことがあると

回答しており、他の年代より高くなっています。 

また、児童生徒の回答をみると、自殺予防について学ぶべきこととして「周囲の人

に助けを求めることが恥ずかしくないこと」の割合が 74.7％と最も高く、次いで「心

の問題を抱えた際の心理、身体状況について正しく知ること」の割合が 55.9％、「ス

トレスへの対処方法を知ること」の割合が 51.8％となっており、子供たちはＳＯＳ

を出しやすい環境を求めていることがうかがえます。 

自殺の背景には様々な要因が複雑に絡みあっています。問題を抱えたり悩んでいる

ことに気づき、その人に声をかけるなど周囲が見守っていくことは大切なことですが、

自ら支援を求めず、悩んでいることを誰にも気づかれないよう隠している人もいます。

こうした場合には、抱えた問題や悩みは周囲にはわかりにくくなり、気づかれないこ

ともあります。危機に陥った人の心情や背景を理解できるようにするための講演会の

開催や、危機に陥った場合に援助を求めやすい地域環境が醸成できるように取り組み

を進める必要があります。 

さらに、自殺対策を支える人材を育成するとともに、困難やストレスに直面した児

童・生徒が助けの声をあげられるように周囲の大人と信頼関係を構築するとともに、

ＳＯＳの出し方についての教育プログラムを整備していくことが必要です。 

 

【今後５年間の取り組みの方向性】 

 

基本施策（３）自殺防止に向けた取組 

①【重点】若年層対策の推進 

②小中学校に関する相談体制の充実 

③仕事に関する相談支援体制の充実 

④自殺対策を支える人材の育成 

⑤自殺防止につながる環境整備  

目指す姿 

自殺対策を、生きることの包括的な支援として
とらえ、実施することにより、地域全体の自殺
リスクを低下させていく 
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基本施策（３）自殺防止に向けた取組 

自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」ですが、危機に陥っ

た人の心情や背景が理解されにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を深め

ることも含めて、危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが適当であるという

ことが、地域全体の共通認識となるように積極的に普及啓発を行うことが重要です。 

子どもや若者など若年層が様々な困難やストレスに直面した際に、一人で抱え込む

ことなく、地域の大人や学校関係者等へ気軽に相談できるよう、相談体制を強化する

とともに、子どもや若者自身もその対処方法を身につけることができるよう、自殺対

策に関する教育を推進します。 

また、勤務問題に関しては、労働者一人ひとりが心身ともに健康で、やりがいを持

って働き続けることのできる職場環境づくりを積極的に推進し、勤務問題による自殺

のリスクをそもそも生み出さないための環境づくりを推進します。 

さらに、無職・失業者に関しては、生活苦等から自殺のリスクを低減できるよう「生き

ることの包括的な支援」を提供するとともに、そうした支援を担う人材を育成します。 
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【主な取組】 

Ｎｏ 事業名・内容等 対象 方向性 

①【重点】若年層対策の推進 

11 

事業名 
【新】自殺に関連するグーグル
検索対応事業 

担当部署 保健所健康推進課 

町田市内での自殺に関するグーグル検索に対して、相談先を周知
します。 

市民 

来訪者 
新規 

指標 
現状値 

（2017年度） 
目標値 

（2023年度） 
連携団体 

町田市内での「自殺」関連グー
グル検索者に対する相談先周知 

― 通年 NPO法人等 

12 

事業名 ひきこもりに関する相談 担当部署 保健所保健予防課 

ひきこもりに関する相談を関係機関と連携を図りながら実施しま
す。 

市民 継続 

指標 
現状値 

（2017年度） 
目標値 

（2023年度） 
連携団体 

相談件数（関係機関延べ数） 
279件 

（2016 年度） 
320件 NPO法人等 

13 

事業名 若者の悩み相談広報啓発 担当部署 保健所健康推進課 

若者の悩み相談について、健康だよりに掲載します。 市民 新規 

指標 
現状値 

（2017年度） 
目標値 

（2023年度） 
連携団体 

健康だより掲載回数 ― 年１回 ― 
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Ｎｏ 事業名・内容等 対象 方向性 

②小中学校に関する相談体制の充実 

14 

事業名 
ゲートキーパー養成講座 
（教職員編） 

担当部署 学校教育部指導課 

教職員向けのゲートキーパー養成講座を実施します。 教職員 継続 

指標 
現状値 

（2017年度） 
目標値 

（2023年度） 
連携団体 

実施回数 年２回 年３回 ― 

15 

事業名 
ＳＯＳの出し方に関する教育の
推進事業 

担当部署 学校教育部指導課 

授業においてＳＯＳの出し方に関する教育を１時間、教育課程に
位置づけます。 

児童 

・生徒 
継続 

指標 
現状値 

（2017年度） 
目標値 

（2023年度） 
連携団体 

実施時間数 ― 
各校１時間以上 

62 校（全校） 
― 

③仕事に関する相談支援体制の充実 

16 

事業名 総合相談会 担当部署 保健所健康推進課 

仕事に関する悩みを対象にした総合相談会を実施し、適切な機関
への橋渡し等の役割を担えるようになり得ます。 

市民 継続 

指標 
現状値 

（2017年度） 
目標値 

（2023年度） 
連携団体 

仕事と心に関する総合相談会 

の実施回数 
― 年１回 町田市医師会等 

④自殺対策を支える人材の育成 

17 

事業名 
ゲートキーパー養成講座 
（専門職編） 

担当部署 保健所健康推進課 

自殺対策に関連する分野の特徴に応じた、専門的ゲートキーパー
養成講座を開催します。 

関係 

機関 

従事者 

新規 

指標 
現状値 

（2017年度） 
目標値 

（2023年度） 
連携団体 

実施回数 ― 年１回 ― 
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Ｎｏ 事業名・内容等 対象 方向性 

⑤自殺防止につながる環境整備 

18 

事業名 公共交通施設の安全確保 担当部署 交通事業推進課 

鉄道事業者に対し、鉄道駅ホームに、ホームドアや転落防止柵を
設置するなどの安全対策を要請します。 

関係 

機関 

従事者 

新規 

指標 
現状値 

（2017年度） 
目標値 

（2023年度） 
連携団体 

市内駅のホームドアの設置駅数 １駅 ５駅 鉄道事業者 
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１ ゲートキーパー養成講座開催の経緯 

 ゲートキーパーとは、悩みを抱える方から相談された際や周囲に対す

る気づき・声かけ・傾聴を通じ、適切な相談機関につなぐことが期待され

る人のことです。特別な資格ではなく、誰でもなることができます。悩み

を抱えた人は、「人に悩みを言えない」、「どこに相談に行ったらよいかわ

からない」、「どのように解決したらよいかわからない」等の状況に陥る

ことがありますので、周囲の人々が悩みを抱えた人を支援するために、

ゲートキーパーとして活動することが求められます。 

 ２０１７年に閣議決定された「自殺総合対策大綱」の中でも、「自殺対

策に係る人材の確保、養成及び資質の向上を図る」ため、「様々な分野で

のゲートキーパーの養成」を行うとし、「国民の約３人に１人以上がゲー

トキーパーについて聞いたことがあるようにすることを目指す」と記載

されています。 

 

２ 町田市におけるゲートキーパー養成講座 

 町田市では、これまで 4,858名（2017 年度までの延べ人数）のゲー

トキーパーを養成してきました。その中から２つの取り組みをご紹介し

ます。 

 ①＜町田市役所新規採用職員向け講座＞ 

 自殺対策は一部の部署だけが取り組むものではなく、保健・医療・福

祉・教育など、様々な部署が連携し総合的に取り組むべき「生きることの

包括的支援」です。そのため、本研修ではまず、自殺は個人の問題ではな

くその多くが防ぐことのできる社会的な問題であり、制度・慣行の見直

しや相談支援体制の整備など社会的な取組みによって防ぐことが可能で

あるということを受講者に認識してもらいます。その上で、市職員とし

て各分野においてできることを考える契機としています。受講後には、

「自殺を防いでいくためには課を横断した取り組みが必要であることを

強く認識した。」との声が寄せられました。今後も新規採用職員に継続し

て研修を開催し続けることが、市役所全体が自殺対策に対する意識を高

めることにつながると考えています。 

 

 

 

(次ページに続く) 

 

ゲートキーパー 
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 ②＜市民公開講座＞ 

 市民公開講座では、受講者自身や周りの方々のこころに寄り添い、互

いに支え合う関係性を築くきっかけとしていただくことを目的としてい

ます。２０１７年３月に「『もう何をしても無駄、、、じゃない！！』～認

知行動療法でつかむ会話のコツ・うつ気分への対応～」と題して、一般社

団法人認知行動療法研修開発センター理事 菊地俊暁先生にご講演いた

だきました。認知行動療法の観点から、うつ気分への対応、ストレス対処

の基本形や、日常的に関わりのある人に対し「こころに寄り添うこと」、

「よい聴き方」、「自分の気持ちや考え方の伝え方」について学んでいた

だきました。受講後のアンケートによると、「自身の健康づくりに役立つ」

と回答者全員が感じており、さらに「身近な人の心の健康づくりにつな

げられる」と感じている回答者も全体の９８％にまで達しました。 

 

３ 今後の展望 

 現代社会はストレスが多い社会であり、従来の家族や、地域のきずな

が弱まりつつあることから、誰もが心の健康を損なう可能性があるとい

われています。まず自分自身の心の健康づくりを進めていくとともに、

相談の受け手となることが求められます。その中で、ゲートキーパーの

養成対象者は市職員や教職員、民生児童委員、一般の市民の方々など、

様々です。そのため、今後は対象者のニーズや段階に合わせて、幅広い講

座内容でゲートキーパー養成講座を開催して受講者を増やし、一緒に悩

みと向き合っていくことを目指します。 
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基本目標３ 関係機関が連携して自殺対策を推進する 

 

 

 

 

 

【現状と課題】 

市民意識調査の結果によると、全体では、自殺をしたいと考えたことがある割合が

27.2％、30～39歳の人では約 35％と、他の年代に比べ高くなっています。 

学校や職場（もしくは地域）での人間関係については“良い”の割合が 83.5％、住

まいの地域の人々は日頃から互いに気遣ったり声をかけあっていると思うかについて、

“そう思う”の割合が 56.0％となっていますが、町内の人や地域の人と話をしたり、

交流したりする機会について、“ない”の割合が 52.3％、特に 20～29歳では約７割

と他の年代に比べ高くなっています。一方、身近な人の様子が、明らかに精神的に不

安定であると感じたとき、できる事について、「本人の様子に気づき、自ら声をかける

ことはできる」の割合が 46.3％、「自ら声はかけにくいが、本人から相談されれば受

ける」の割合が 25.0％となっています。 

また、自身が不安や悩みやつらい気持ちがあるときに「相談したいができない」の

割合が 1.5％、「相談しようと思わない」の割合が 7.7％となっています。 

市民が、自分の周りにいる自殺を考えている人の存在に気づき、声をかけ、必要に

応じて適切な相談機関や専門家等につなぎ、自殺予防につながるよう、あらゆる機会

を通じて、啓発していくことが重要です。 

 

【今後５年間の取り組みの方向性】 

 

基本施策(４)地域におけるネットワークの強化 

①【重点】地域における自殺対策の取り組みの推進 

 

 

 

  

目指す姿 

様々な分野で実施している「生きる支援」の相互

連携を強化していく 
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基本施策（４）地域におけるネットワークの強化 

自殺を防ぐためには、精神保健的な視点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包

括的な取り組みが重要です。「かけがえのない〝いのち〟を大切にするまち」を実現す

るためには行政、関係団体、民間団体、企業、市民等が連携・協働して自殺対策を総

合的に推進することが必要です。 

そのためには、様々な分野の関連施策、人々や組織が密接に連携する必要がありま

す。様々な分野の生きる支援にあたる人々がそれぞれ自殺対策の一翼を担っていると

いう意識を共有し、連携の効果を高めていけるよう総合的な施策を展開します。 

高齢者や子ども、障がい者等の既存のネットワークを活用し、地域ネットワークの

展開を図ります。 

そして、それぞれの主体が果たすべき役割を明確化、共有化した上で、相互の連携・

協働の仕組みを構築し、尊い命を一人でも多く救うため、それぞれの関係機関同士が、

横断的な連携をとり自殺対策に取り組めるような地域での連携体制の強化を図ってい

きます。 

 

【主な取組】 

Ｎｏ 事業名・内容等 対象 方向性 

①【重点】地域における自殺対策の取り組みの推進 

19 

事業名 
ゲートキーパー養成講座 

（地域ネットワーク編） 
担当部署 保健所健康推進課 

地域で既存ネットワークを活用した見守り等を行っている、児童
厚生員やケアマネジャー等を対象に、ゲートキーパー養成講座を
開催します。 

市民 継続 

指標 
現状値 

（2017年度） 
目標値 

（2023年度） 
連携団体 

児童厚生員、ケアマネジャー等
を対象にした講座回数 

― 年１回 
町田市介護人材
開発センター等 

②国・東京都との連携 

20 

事業名 国・東京都との連携 担当部署 保健所健康推進課 

国・東京都と連携・協働して自殺対策の取り組みを推進します。 市民 継続 

指標 
現状値 

（2017年度） 
目標値 

（2023年度） 
連携団体 

国・東京都との連携事業 ― 通年 ― 
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Ｎｏ 事業名・内容等 対象 方向性 

③自殺対策推進協議会を通じた連携の強化 

21 

事業名 自殺対策推進協議会の開催 担当部署 保健所健康推進課 

自殺対策推進協議会を通じて自殺対策の取り組みに連携・強化を
図ります。 

市民 継続 

指標 
現状値 

（2017年度） 
目標値 

（2023年度） 
連携団体 

開催回数 ― 年２回 ― 

④自殺対策推進庁内連絡会を通じた連携の強化 

22 

事業名 自殺対策推進庁内連絡会の開催 担当部署 保健所健康推進課 

自殺対策推進庁内連絡会を通じて自殺対策の取り組みに連携・強
化を図ります。 

市民 継続 

指標 
現状値 

（2017年度） 
目標値 

（2023年度） 
連携団体 

開催回数 ― 年２回 ― 
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４ 関連事業 
 

町田市の自殺対策が最大限その効果を発揮するためには、町田市だけでなく、関係

機関、民間支援団体、企業、市民等が連携・協働して総合的に推進することが必要で

す。そのため、それぞれの実施機関が主体となって推進する事業や、協働して推進す

る事業を、以下のとおり掲げます。 

 

基本目標１ 生きることの促進要因を増やす 

【地域】 

事業名 実施機関 事業内容 方向性 

安心生活創造推進
事業（成年後見制
度推進・福祉法律
相談） 

社会福祉法人 

町田市社会福祉 
協議会 

虐待事案において、被虐待者を守るた
め後見人等の支援者を決定し、弁護士
による相談を実施します。 

継続 

日常生活自立支援
事業 

社会福祉法人 

町田市社会福祉 
協議会 

消費者被害等の経済問題、ソーシャル
サポートが欠如している方への支援を
行います。 

継続 

生活福祉資金等貸
付事業 

社会福祉法人 

町田市社会福祉 
協議会 

低所得世帯や障がい者、要介護高齢者
のいる世帯に対する資金貸付と相談支
援を行います。 

継続 

心配ごと相談 

社会福祉法人 

町田市社会福祉 
協議会 

日常生活における心配ごとや悩みごと
に、心配ごと相談員が電話で相談に応
じます。 

継続 

受験生チャレンジ
支援貸付事業 

社会福祉法人 

町田市社会福祉 

協議会 

低所得世帯で進学を希望している子ど
もへの支援を目的に、学習塾等の受講
料、高校・大学等の受験料について、
無利子で貸し付けを行う事業です。 

継続 

関係機関の相談・
紹介 

一般社団法人 
町田市薬剤師会 

薬局に薬を受け取りにきた方へ医療関
係の相談、紹介を行っています。健康
相談として利用し、不眠や不安等が続
く方には受診勧奨をしています。 

継続 

障がい者歯科診療
事業 

公益社団法人 
東京都町田市歯
科医師会 

初診患者の中で精神疾患を持つ患者が
増加しており、これらの患者診療に際
し日常生活の悩み・心配等を配慮し、
より密接なコミュニケーションを確立
します。 

継続 

歯科医師会会員へ
の講演会事業 

公益社団法人 
東京都町田市歯
科医師会 

障がい者歯科診療を通じての会員への
学術講演会や、精神疾患を持つ患者へ
の不安軽減のためのカウンセリング等
を行います。 

新規 
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事業名 実施機関 事業内容 方向性 

救急対応 町田消防署 

東京消防庁では、精神疾患のある傷病
者に対する救急対応の際に、救急隊長
の判断により東京都保健医療情報セン
ターひまわりに連絡し、本人承諾のも
と、傷病者本人とセンターとで直接電
話で対話できるよう働きかけていま
す。また、救急の現場において患者の
状況等に応じ、警察、高齢福祉課、福
祉課等、関連機関と連携し、その後の
フォローにつなげていくようにしてい
ます。 

継続 

自殺対策に関連す
る取り組み 

町田警察署 

個人の生命、身体の保護については、
警察の責務として日々活動していま
す。自殺に関しては、通常業務を通じ
て情報収集を行っています。身近な困
りごとについては生活安全課にて相談
に応じ、生活相談で自殺に関する相談
も受けています。 

精神保健福祉法に基づき、自傷他害の
おそれのある場合には、保健所へ通報
するなど連携しています。 

継続 

自殺対策に関連す
る取り組み 

八王子労働基準
監督署町田支署 

働き方改革の主要施策が長時間労働の
削減と過重労働防止であり、それに対
応して、メンタルヘルス対策を推進し
ています。 

各事業場に対し、心の健康づくり計画
作成等について啓発指導を行います。
また、2015 年 12 月から義務づけられ
たストレスチェック制度の周知を行い
ます。 

継続 

見守り活動 
町田市民生委員 
児童委員協議会 

70歳以上の単身者、75歳以上の高齢者
を、訪問しています（2018年度時点）。
また、児童相談所、子ども家庭支援セ
ンターと協力し、子どもの見守りを実
施しています。生活保護者の家庭に訪
問し、その家庭状況を確認し、把握に
努めています。 

継続 

失業対策事業 
町田公共職業 
安定所 

失業者（転職希望者を含む）に対する
職業相談、職業紹介を雇用保険制度、
求職者支援制度を一体的に行います。
また、専門家である精神保健福祉士を
配置し、主に精神障がい者に対し就職
活動の不安軽減のためのカウンセリ
ング等を行います。 

継続 

生活保護受給者等
就労自立促進事業 

町田公共職業 
安定所 

生活保護受給者等に対し、ハローワー
クと福祉事務所等地方公共団体が一
体となったきめ細やかな就労支援を
行うことにより、就労による自立を促
進します。町田市の生活保護担当部署
とも連携し、取り組んでいます。また、
町田市役所の一角にて「就労サポート
まちだ」という窓口を開設していま
す。 

継続 
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事業名 実施機関 事業内容 方向性 

遺族支援事業 

特定営利活動法
人 全国自死遺
族総合支援セン
ター 

自死・自殺で大切な人を亡くした人
が、偏見にさらされることなく悲しみ
と向き合い、必要かつ適切な支援を受
けながら、その人らしい生き方を再構
築できるように、総合的な遺族支援の
拡充を図り、誰にとっても生き心地の
よい社会の実現に寄与することを目
的とし、講演会やわかちあいの会、社
会保険労務士や弁護士等の専門家へ
の相談会を実施しています。 

継続 

総合相談会・法律
相談窓口 

法律相談事業 
関係 

総合相談会や法律相談窓口を実施して
います。また、法律相談を通し、弁護士
会と町田市の連携強化を図ります。 

継続 

電話相談 
特定営利活動法
人 東京多摩い
のちの電話 

変化の激しい現代社会において、困っ
たり不安になったりしたときに、誰に
も相談できずにいる人が数多くいる
中で、電話で話すことにより、再び生
きる勇気を見出していかれるよう、よ
き隣人であることを願いながら、無償
ボランティア相談員が電話相談を受
けています。また弁護士による法律相
談も受け続けています。 

継続 

かかりつけ医と 
精神科医の連携 
促進事業 

一般社団法人 
町田市医師会 

東京都の事業として講演を行ってい
ます。学術講演においても、うつ病の
講演を取り上げています。 

継続 

 

【町田市】 

事業名 実施機関 事業内容 方向性 

窓口業務 
市民部 

各行政窓口 

住民異動・戸籍届出の受付や事務処理、
各種証明書の交付事務を行います。 

どこに相談したらよいか迷っている人
が、どの窓口に行けばいいか尋ねてく
る可能性があります。 

相談先の情報を掲載したリーフレット
を一部の窓口に設置することで、各種
届出のために来庁した方の啓発の機会
となり得ます。 

窓口対応する職員がゲートキーパー研
修等を受講することで、気づき役とし
ての視点をもつことや適切な機関への
橋渡し等の役割を担えるようになる可
能性があります。 

継続 
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事業名 実施機関 事業内容 方向性 

民生委員・児童委
員協議会事務 

地域福祉部 

福祉総務課 

相談者の中で問題が明確化していない
状況であっても、同じ市民という立場
から、気軽に相談できるという強みが
民生委員・児童委員にはあります。 

地域で困難を抱えている人に気づき、
適切な相談機関につなげる上で、地域
の最初の窓口として機能することがで
きます。 

継続 

自殺対策情報周知
事業 

保健所 
健康推進課 

情報発信の強化のため、周知体制を強
化し、統計分析に基づく現状値の報告
や、近隣市で開催されるゲートキーパ
ー養成講座等の関連情報を市ホームペ
ージへ掲載します。 

継続 

地域へのゲート 
キーパー養成講座
等の情報提供 

市民部 

市民協働推進課 

地域で活動する人達に対して、ゲート
キーパー養成講座等の自殺対策に関す
る情報を広く周知します。 

継続 

路上生活者に 
対する事務 

地域福祉部 

生活援護課 

緊急一時保護・自立支援事業を行いま
す。路上生活者は自殺リスクの高い方
や、自殺の問題要因の 1 つである精神
疾患や各種障がいを抱えている方が少
なくありません。 

見守り活動はそうした集団へのアウト
リーチ策として有効に機能し得ます。 

継続 

悩みの相談先の 
電子化 

保健所 
健康推進課 

現在発行している悩みの相談先一覧を
電子化し、ネット閲覧から直接相談出
来るようなシステムを作ります。 

継続 

医薬指導事業 

（医療安全相談窓口） 

保健所 
保健総務課 

医療に関する様々な相談に応じる中
で、適切な受診のための支援をすると
ともに、支援が必要な方に適切な相談
先を案内します。 

継続 

出産・子育てしっ
かりサポート事業 

保健所 
保健予防課 

全ての妊婦を対象として面接を行い、
心身の状態や子育て支援のニーズ等を
把握します。支援が必要な方に対して
は関係機関と連携し、出産後も支援を
継続します。 

継続 

代表電話での 
案内・取次ぎ業務 

政策経営部 
広聴課 

町田市の代表電話宛に「死にたいがど
うしたらよいか」等の入電時への対応
について、 

・電話対応時のオペレーターの注意点
について 

・保健予防課へ取次ぎができない場合
の対応 

・閉庁時間帯の対応 

を実施します。 

継続 

高齢者への 
総合相談事業 

いきいき生活部
高齢者福祉課 

高齢者の総合的な窓口として、市の窓
口や各高齢者支援センターにて相談を
受け、必要な支援を実施していきます。 

継続 
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事業名 実施機関 事業内容 方向性 

臨床心理士による
介護者相談 

いきいき生活部
高齢者福祉課 

各高齢者支援センターにて臨床心理士
（こころの専門家）による介護者等相
談を実施します。 

継続 

障がい者支援 
センター 

いきいき生活部
障がい福祉課 

障がい者に対する支援を実施していき
ます。 

継続 

 

 

基本目標２ 生きることの阻害要因を減らす 

【地域】 

事業名 実施機関 事業内容 方向性 

ここなび（こころ
のナビゲーション） 

社会福祉法人 

町田市社会福祉 
協議会 

子どもパソコン相談であり、小学生か
ら高校生までの悩みごとに答えるホー
ムページです。「友だち」「家族」「学校」
「性・からだ」「自分自身・性格」「恋
愛」から質問と答えを閲覧でき、自分
の相談を送ることも可能です。相談に
対する回答の掲載を継続します。 

継続 

ブース出展や薬物
乱用防止教室の実
施 

一般社団法人 
町田市薬剤師会 

毎年、総合健康づくりフェアへのブー
ス出展や学校薬剤師として小中学校の
児童生徒を対象に薬物乱用防止教室を
実施しています。 

継続 

心のアンケート 
町田市教育委員
会 

いじめ防止のためのアンケートを、小
中学校全校で月に一度行っています。 

必要に応じて担任が聞き取り、スクー
ルカウンセラーにつないでいます。 

継続 

子どもたちの見守
り活動 

町田市教育委員
会 

登校時のあいさつ運動や 10 分休みや
昼休みの時間の見守り、部活動の顧問
による下校指導を行い、子どもたちの
変化に少しでも早く気づくように取り
組んでいます。子どもの状態によって、
その様子を担任に伝え、気になる場合
は家庭に連絡します。 

継続 

相談機関の一覧表
配布 

町田市教育委員
会 

町田市教育委員会指導課から配布され
た相談機関の一覧表を全校配布しまし
た。学校だよりの裏面に印刷し、子ど
もたちだけでなく、保護者にも情報が
届くようにしました。 

継続 
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【地域】 

事業名 実施機関 事業内容 方向性 

校内委員会 
町田市教育委員
会 

スクールソーシャルワーカーやスクー
ルカウンセラーと連携し、児童・生徒
の生活の様子等について確認し、どう
児童生徒を支援していくかの話し合い
を行っています。児童生徒の状況によ
っては、児童相談所、教育相談所、警
察署、子ども家庭支援センター等とも
連携を取り合っています。 

継続 

生活指導集会 
町田市教育委員
会 

生活指導集会に取り組み、気になる児
童の様子等を話し合いの場に出して、
情報交換をしています。 

継続 

ストレスチェック
の啓蒙活動 

町田商工会議所 

従業員 50 人未満の中小企業の方に対
し、市内の中小企業向けの健康診断を
実施し、その中で、ストレスチェック
を受けてもらうよう啓蒙活動を行いま
す。 

継続 

セミナーの開催 町田商工会議所 
メンタルヘルス関係、労務関係の経営
者向け、従業者向けのセミナーを開催
します。 

継続 

ワーク・ライフ 
バランスの推進 

八王子労働基準
監督署町田支署 

長時間労働の抑制、年次有給休暇の取
得促進、労働時間等の設定改善による
業務の見直しにより、ワーク・ライフ
バランスを実現します。 

継続 

講習会やイベント
開催への講師派遣 

八王子労働基準
監督署町田支署 

労働基準行政の取り組みについて理
解・周知を図るため、各団体の会員の
方、取り組みを考えておられる対象の
方について、講習会やイベント開催へ
の講師派遣を行っています。 

継続 

学生指導に関する
喫緊の課題に関す
る研究会 

北里大学医学部
精神科学 

自殺予防は大学における喫緊の課題で
ある一方で、自殺に至る背景は複雑で
あり、自殺予防対策を講じても防ぎき
れないことがあります。自殺しようと
する人は援助要請行動が乏しいと言わ
れており、また、学生相談室や精神科
医療にかかっていれば大丈夫という保
障はありません。全学的に体制を整え
ながら継続的に考え取り組んでいくこ
とが重要であり、大学教職員に対して
自殺予防に関する研究会を実施してい
ます。 

継続 
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【町田市】 

事業名 実施機関 事業内容 方向性 

家族介護者教室 
いきいき生活部 
高齢者福祉課 

家族介護者等に、介護方法や各種制度
などについて学ぶ教室を、各高齢者支
援センターにて開催します。 

継続 

家族介護者交流会 
いきいき生活部 
高齢者福祉課 

家族介護者同士が、情報交換をとおし
てお互いに抱える不安を解消するため
の交流会を、各高齢者支援センターに
て開催します。 

継続 

配偶者からの暴力
防止及び被害者の
保護のための施策
の実施 

市民部 
市民協働推進課 

自殺につながるといわれるＤＶについ
て講座等を実施し、ＤＶ被害者への支
援に携わる関係者の間で理解や認識を
深めてもらいます。 

①デートＤＶ講座 

若年者を対象にデートＤＶに関する講
座を行い、相手を尊重する関係を知っ
てもらうことで、ＤＶの発生を未然に
防ぎます。 

②配偶者からの暴力防止等関係実務担
当者連絡会議 

ＤＶの防止及びその被害者の保護に関
し、関係機関・部署が相互に連携し、
ＤＶの被害者への的確な支援を行うた
めに開催します。 

③「女性に対する暴力をなくす運動」
期間中、ＤＶ防止啓発パネルの設置 

継続 

子ども家庭支援 
センター事業 

子ども生活部 

子ども家庭支援
センター 

まこちゃんダイヤルカード（子ども専用
相談ダイヤル）を市内小中学校の小４か
ら中３の児童・生徒に配布し、子ども
自身から様々な相談を受けています。 

継続 

町田商工会議所 
支援事業 

経済観光部 
産業政策課 

町田商工会議所会員を中心に、市内中
小企業等に対し、各種セミナーや情報
誌（町田商工会議所ニュース）を通して、
自殺対策に関する情報を周知します。 

継続 

職員のメンタル 
ヘルス対策事業 

総務部職員課 

自殺対策を支える職員が心身ともに健
康で業務を遂行できるよう、メンタル
ヘルス研修やストレスチェックを実施
します。 

継続 

ストレスチェック
の実施 

(公立学校) 

学校教育部 
教育総務課 

都費負担教職員のストレスチェックを
全校で実施し、メンタルヘルス不調の
未然防止を図ります。 

継続 
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基本目標３ 関係機関が連携して自殺対策を推進する 

【地域】 

事業名 実施機関 事業内容 方向性 

町田市各地区協議
会における総合相
談会 

町田市町内会 
自治会連合会 

各地区協議会で、町内会・自治会・民
生児童委員・青少年健全育成委員が連
携し、各種相談事案から対象者の発見
に努める事業を企画しています。 

新規 

 

 

【町田市】 

事業名 実施機関 事業内容 方向性 

地域へのゲート 
キーパー養成講座
等の情報提供 

市民部 

市民協働推進課 

各地区協議会に対し、ゲートキーパー
養成講座等に関する情報提供をしま
す。 

継続 

自殺対策推進事業 
保健所 
健康推進課 

自殺総合対策に関する取組状況につい
て、各事業者との取組状況の情報共有
を行います。 

継続 
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５ 計画体系と今後の成果指標 
  

 

 

  

■基礎データ ■課題 ■計画体系と 成果指標

協定団体数 0団体 50団体

表彰数 年間0件 年間5件

実施駅 2駅 10駅

講座実施回数 年0回 年1回

精神保健福祉講演会の開催回数 年0回 年1回

配偶者・ 恋人間における身体や

精神を傷つける行為を暴力と 認

識する市民の割合

73.7% （ ※2016年

度）
73.7％以上

女性を対象にし た総合相談会の

実施回数
年0回 年1回

介護に関する悩みを対象にし た

総合相談会の実施回数
年0回 年1回

新規相談件数に対する支援プラ

ン作成率
33.8% 35% 以上

ゲート キーパー養成講座（ 専門

職編） 開催数
年0回 年1回

自死遺族の集いに関する支援

(広報周知)の実施
無 通年

町田市内での「 自殺」 関連グー

グル検索者に対する相談先周知
無 通年

相談件数 279件(※2016年度) 320件

健康だより 掲載回数 年0回 年1回

実施回数 年2回 年3回

実施時間数
0時間

0校

各校1時間以上

62校（ 全校）

仕事と 心に関する総合相談会の

実施回数
年0回 年1回

講座実施回数 年0回 年1回

市内駅のホームド アの設置駅数 1駅 ５ 駅

児童厚生員、 ケアマネジャ ー等

を対象にし た研修回数
年0回 年1回

国・ 東京都と の連携事業 ― 通年

開催回数 ― 年２ 回

開催回数 ― 年２ 回

☆大学生、 専修学校生等

の自殺率が全国よ り 高い

○高校生以下の自殺率は

東京都より 高い

○20歳代、 70歳代で東京

都・ 全国より 高い

☆自殺を し たいと 考えた原因

20歳未満と 20～29歳は、 学

校問題（ いじ め、 学業不振、

教師と の人間関係）

30歳～39歳は、 健康に関す

る こ と （ 自分の病気の悩み、

体の悩み等）

☆地域と のつながり が「 な

い」 のは、 学生で約8割

【 市民の声】 今後求めら れる

自殺対策と し て子ども の自殺

予防をし てほし い

引き こ も り 相談事業

④自殺未遂者への精神的ケア

の充実

⑤自死遺族の集いへの支援

◇女性の40歳代の自殺率

は、 全国・ 東京よ り 高い

◇女性の自殺率は、 中高

年層の場合、 主婦が約半

数を 占めている 。

○男女と も に40歳代の自

殺者の割合が高い

○男性の60歳以上の自殺

率が最も 高い

○自殺未遂歴「 あり 」 の

割合が東京都と 比べ高い

○心の不調が２ 週間以上続く

場合でも 、 医療機関を 受診し

ない人の割合　 ５ ８ ． ３ %

◇心の健康状態では「 健康で

はない」 の割合は40～49歳

で最も 割合が高い

◇自殺を し たいと 考えた原因

40歳以上は、 家庭に関する こ

と （ 家族関係の不和、 子育

て、 家族介護、 看病等）

◇地域と のつながり が「 な

い」 のは、 主婦で約7割

【 市民の声】 今後求めら れる

自殺対策と し て、 様々な悩み

に対応し た相談窓口を設置し

てほし い

①【 重点】 適切な受診のた

めの支援

②◇【 重点】 課題を 抱える

女性への支援

１ ． 自殺総合対策推進セ

ンタ ーによる実態調査

２ ． こ こ ろ の健康に関する市

民意識調査

○自殺対策に関する 事柄

の認知度で「 内容まで

知っ ていた」 の割合が1割

未満と 低い

○自殺対策は自分自身に

関わる 問題だと 考える 人

４ ２ ％

○自殺死亡率は全国・ 東

京都より 低く なっ ている

○自殺対策は自分自身に関わ

る 問題だと 考える 人の割合が

低く 、 その割合は全国よ り も

低い

【 市民の声】 イ ンタ ーネッ ト

における自殺関連情報の対策

をし てほし い
ゲート キーパー養成事業（ 初

級編）

ゲート キーパー養成講座（ 専

門職編）

総合相談会

女性悩みごと 相談

公共交通施設の安全確保に関

する事業

SOSの出し 方に関する教育の

推進事業

若者の悩み相談広報啓発

自殺対策推進事業

生活困窮者自立支援事業

普及啓発事業

総合相談会

直面し ている課題

○自殺対策の情報周知を わ

かり やすく し て認知度を あ

げる 必要がある

○自殺について市民が自分

の事と し て正し く 理解し 、

専門機関につなぐ などの行

動がと れるよう にする

◇40歳代女性の自殺を 防ぐ

○高齢者の自殺を防ぐ

☆若年層が自殺に追い込ま

れないよ う にする

☆20歳～39歳男性の自殺

を 防ぐ

○児童、 生徒を中心と し た

自殺予防を進める必要があ

る

（ ３ ） 自殺防止に

向けた取組

目標値

（ 2023年度）

現状値

(2017年度)

※１ ） 生き る 支援関連施策　 主要事業： 庁内の多様な事業を 「 生き る こ と を 支える 取組み」 と 位置づけ、 自殺以外の問題の解決にも 有効に機能する セーフ ティ ーネッ ト の構築を 推進する 事業

ゲート キーパー協働協定団体

による広報啓発

【 新】 自殺に関連するグーグ

ル検索対応事業

身近に相談者がいる人の割合

（ 町田市民の保健医療意識調査）

68.3％⇒81.9％

ゲート キーパー養成講座（ 教

職員編）

④自殺対策を支える人材の育

成

（ ２ ） 生き るこ と

の促進要因への支

援

②自殺対策予防週間と 自殺対

策強化月間におけるキャ ン

ペーンの充実

自殺対策予防週間(9月10日～

16日)と 自殺対策強化月間(3月)

における鉄道団体等と 協働し

た広報事業

③市民を対象と し たゲート

キーパーの養成

基本目標２

生き るこ と の阻害

要因を減ら す

【 新】 啓発標語等コ ンク ール

施策全体の成果指標 基本目標別成果指標

か

け

が

え

の

な

い

”

い

の

ち

”

を

大

切

に

す

る

ま

ち

基本目標１

生き るこ と の促進

要因を増やす

（ １ ） 市民への啓

発と 周知

①【 重点】 自殺対策に関す

る 啓発と 周知の強化

自殺死亡率の減少

（ 人口10万人当たり ）

17.4(2014年～2016年３ ヵ

年平均)

（ 基準値）

13.6

(2023年)

(20％減)

自殺対策は自分自身に関わる問題

だと 思う 人の割合

（ こ こ ろ の健康に関する市民意識

調査）

35.1％⇒42.1％以上

基本

理念
基本目標 基本施策 取組の方向性

生き る支援関連施策※１ ）

主要事業
指標

自分が住んでいる地域の人々が日

頃から 互いに気遣っ たり 声をかけ

あっ ていると 思う 割合

（ こ こ ろ の健康に関する市民意識

調査）

56.0％⇒67.2％以上

⑤自殺防止につながる環境整

備

病院運営事業

③相談窓口・ 支援体制の充実

③仕事に関する相談支援体制

の充実

②小中学校に関する相談体制

の充実

①☆【 重点】 若年層対策の

推進

○地域と のつながり では、 地

域の人と 話をし たり 、 交流し

たり する機会がない割合

52.3％
○状態が深刻化する 前の早

期発見や複合的課題に対応

する ための関係機関のネッ

ト ワーク 作り が必要である

基本目標３

関係機関が連携し

て自殺対策を推進

する

（ ４ ） 地域におけ

るネッ ト ワーク の

強化

①【 重点】 地域における 自

殺対策の取り 組みの推進

ゲート キーパー養成研修（ 地

域ネッ ト ワーク 編）

②国・ 東京都と の連携

③自殺対策推進協議会を通じ

た連携の強化

④自殺対策推進庁内連絡会を

通じ た連携の強化

自殺対策推進協議会の開催

自殺対策推進庁内連絡会の開

催

国・ 東京都と の連携

重点施策への反映 市町村自殺対策計画策定の手引き（厚生労働省）参考

認知度が低い

異変時の受診者が少ない

女性が課題を抱えやす

い

若年層が自殺に追い

込まれやすい

状態が深刻化する前

の早期発見が必要
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■計画体系と 成果指標

協定団体数 0団体 50団体

コ ンク ールの実施 年0回 年1回

実施駅 2駅 10駅

講座実施回数 年0回 年1回

精神保健福祉講演会の開催回数 年0回 年1回

配偶者・ 恋人間における身体や

精神を傷つける行為を暴力と 認

識する市民の割合

73.7% （ ※2016年

度）
73.7％以上

女性を対象にし た総合相談会の

実施回数
年0回 年1回

介護に関する悩みを対象にし た

総合相談会の実施回数
年0回 年1回

新規相談件数に対する支援プラ

ン作成率
33.8% 35% 以上

ゲート キーパー養成講座（ 専門

職編） 開催数
年0回 年1回

自死遺族の集いに関する支援

(広報周知)の実施
無 通年

町田市内での「 自殺」 関連グー

グル検索者に対する相談先周知
無 通年

相談件数（ 関係機関延べ数） 279件(※2016年度) 320件

健康だより 掲載回数 年0回 年1回

実施回数 年2回 年3回

実施時間数
0時間

0校

各校1時間以上

62校（ 全校）

仕事と 心に関する総合相談会の

実施回数
年0回 年1回

講座実施回数 年0回 年1回

市内駅のホームド アの設置駅数 1駅 ５ 駅

児童厚生員、 ケアマネジャ ー等

を対象にし た講座回数
年0回 年1回

国・ 東京都と の連携事業 ― 通年

開催回数 ― 年２ 回

開催回数 ― 年２ 回

ひき こ も り に関する相談

④自殺未遂者への精神的ケア

の充実

⑤自死遺族の集いへの支援

①【 重点】 適切な受診のた

めの支援

②◇【 重点】 課題を 抱える

女性への支援

ゲート キーパー養成講座（ 初

級編）

ゲート キーパー養成講座（ 専

門職編）

総合相談会

女性悩みごと 相談

公共交通施設の安全確保に関

する事業

SOSの出し 方に関する教育の

推進事業

若者の悩み相談広報啓発

自殺対策推進事業

生活困窮者自立支援事業

普及啓発事業

総合相談会

（ ３ ） 自殺防止に

向けた取組

か

け

が

え

の

な

い

”

い

の

ち

”

を

大

切

に

す

る

ま

ち

基本目標１

生き るこ と の促進

要因を増やす

（ １ ） 市民への啓

発と 周知

目標値

（ 2023年度）

現状値

(2017年度)

※１ ） 生き る 支援関連施策　 主要事業： 庁内の多様な事業を 「 生き る こ と を 支える 取組み」 と 位置づけ、 自殺以外の問題の解決にも 有効に機能する セーフ ティ ーネッ ト の構築を 推進する 事業

ゲート キーパー協働協定団体

による広報啓発

【 新】 自殺に関連するグーグ

ル検索対応事業

身近に相談者がいる人の割合

（ 町田市民の保健医療意識調査）

68.3％⇒81.9％

ゲート キーパー養成講座（ 教

職員編）

④自殺対策を支える人材の育

成

（ ２ ） 生き るこ と

の促進要因への支

援

②自殺対策予防週間と 自殺対

策強化月間におけるキャ ン

ペーンの充実

自殺対策予防週間(9月10日～

16日)と 自殺対策強化月間(3月)

における鉄道団体等と 協働し

た広報事業

③市民を対象と し たゲート

キーパーの養成

基本目標２

生き るこ と の阻害

要因を減ら す

【 新】 啓発標語等コ ンク ール

施策全体の成果指標 基本目標別成果指標

①【 重点】 自殺対策に関す

る 啓発と 周知の強化

自殺死亡率の減少

（ 人口10万人当たり ）

17.4(2014年～2016年３ ヵ

年平均)

（ 基準値）

13.6

(2023年)

(20％減)

自殺対策は自分自身に関わる問題

だと 思う 人の割合

（ こ こ ろ の健康に関する市民意識

調査）

35.1％⇒42.1％以上

基本

理念
基本目標 基本施策 取組の方向性

生き る支援関連施策※１ ）

主要事業
指標

自分が住んでいる地域の人々が日

頃から 互いに気遣っ たり 声をかけ

あっ ていると 思う 割合

（ こ こ ろ の健康に関する市民意識

調査）

56.0％⇒67.2％以上

⑤自殺防止につながる環境整

備

病院運営事業

③相談窓口・ 支援体制の充実

③仕事に関する相談支援体制

の充実

②小中学校に関する相談体制

の充実

①☆【 重点】 若年層対策の

推進

基本目標３

関係機関が連携し

て自殺対策を推進

する

（ ４ ） 地域におけ

るネッ ト ワーク の

強化

①【 重点】 地域における 自

殺対策の取り 組みの推進

ゲート キーパー養成講座（ 地

域ネッ ト ワーク 編）

②国・ 東京都と の連携

③自殺対策推進協議会を通じ

た連携の強化

④自殺対策推進庁内連絡会を

通じ た連携の強化

自殺対策推進協議会の開催

自殺対策推進庁内連絡会の開

催

国・ 東京都と の連携

重点施策への反映 市町村自殺対策計画策定の手引き（厚生労働省）参考
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第４章    推進体制 

 

 

１ 進捗管理 

本計画の進捗については、PDCAサイクル（PLAN：計画、DO：実施、CHECK：評

価、ACTION：見直し）を意識し、「町田市自殺対策推進協議会」で管理していきます。

また、施策に関係する業務を所管する部署が、町田市庁内の多岐に渡るため、「町田市

自殺対策推進庁内連絡会」においても、関連業務の進捗について確認していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

その他 

関係機関・団体 

（国・都） 

連携 

医療関係 労働・就業関係 

警察 

 

自殺総合対策

推進 

センター 

 

地域自殺対策

推進 

センター 

法律関係 

消防 

教育関係 

保健・福祉関係 

地区組織 

民間団体 

町田市自殺対策推進本部及び庁内連絡会 
【町田市関係部署を中心に構成】 

  

町田市自殺対策推進協議会 
【関係団体を中心に構成】 

 

  

高齢者 

教育 

市民協働 

連携 

 

計画 

実施 
評価 

子ども 

納税 

福祉 

生活困窮 

健康 

市民病院 

会長 

本部長（市長） 

会長 

連

携 

町
田
市
全
体
で
計
画
の
推
進 

 

事務局（町田市保健所健康推進課） 
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２ 個々の役割 

それぞれの役割を理解、実践して、さらに相互に連携することで計画を推進します。 

 

主体 役割 

市民 

・周囲とのつながりを大切にしながら、主体的に、かけがえの
ない〝いのち〟を大切にするまちの実現に取り組む事が基
本になります。 

 
・行政や関係機関からの情報を正しく理解するとともに、ゲー
トキーパー研修等の関連事業を積極的に活用します。 

 
・自殺の状況・自殺対策の重要性に対して理解・関心を深め、
自殺に対する正しい認識を持ち、自らの心の不調や周りの
人の心の不調に気づき、適切に対応することが出来るよう
にするなど、自殺予防に努めます。 

医療関係団体 
（医師会、歯科医
師会、薬剤師会） 

・専門性を活かし、行政や関係機関・関係団体と連携して、かけ
がえのない〝いのち〟を大切にするまちの実現を支援しま
す。 

 
・心の健康について、正しい知識や良質な医療を提供します。 

関係機関・ 
関係団体 

・行政や医療関係の機関・団体と連携し取り組みます。 
 
・それぞれの役割に応じて、環境整備や事業実施に努めます。 

町田市 

・本計画の周知及び進捗管理を行います。 
 
・医療関係団体及び各関係機関・関係団体との連携に努めてい
きます。 

 
・保健所では、市民に身近な窓口として、各種相談や健康情報
の発信の中心的な役割を担い、かけがえのない〝いのち〟
を大切にするまちの実現へ向けて、効果的な普及啓発に取
り組みます。 

町田市自殺対策推
進協議会 

保健、医療、福祉、労働、教育等の関係機関、市民・遺族代表、
行政機関はこの協議会の元に共通認識を持ち、連携・協力して
総合的な自殺対策を推進します。 

町田市自殺対策推
進庁内連絡会 

主に直接市民と窓口で関わる、保健、医療、福祉、教育、生活困
窮等の町田市関係部署を中心に、この連絡会の元に共通認識
を持ち、連携・協力して総合的な自殺対策を推進します。 
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第＊章    参考資料 

 

 

１ 町田市自殺対策推進協議会設置要綱 

第１ 設置 

自殺対策基本法（平成１８年法律第８５号）第１３条第２項に規定する市町村自殺対策計

画の策定及び推進に資するため、町田市自殺対策推進協議会（以下「協議会」という。）を置

く。 

第２ 役割 

協議会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を市長に報告する。 

（１）町田市自殺総合対策基本方針に定める施策に関すること。 

（２）自殺対策基本法第１３条第２項に規定する市町村自殺対策計画の策定及び推進に関

すること。 

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

第３ 組織 

１ 協議会は、委員１８人以内をもって組織する。 

２ 委員は、別表に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

第４ 委員の任期 

１ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。ただし、原則として、通算して１０年を限度とす

る。 

第５ 会長 

１ 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 

第６ 会議 

１ 協議会は、必要に応じ会長が招集する。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求めることがで

きる。 

第７ 作業グループ 

１ 協議会に、委員の一部で構成する作業グループを置くことができる。 

２ 作業グループの構成及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。 

第８ 庶務 

協議会の庶務は、保健所健康推進課において処理する。 

第９ 委任 

この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って

定める。 
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附 則 

１ この要綱は、２０１７年１０月１日から施行する。 

２ 町田市自殺総合対策連絡協議会設置要綱（２０１４年３月６日施行）は、廃止する。 

別表（第３関係） 

学識経験を有する者 ２人以内 

自死遺族支援団体の代表 １人 

自殺対策推進団体の代表 １人 

八王子労働基準監督署町田支署の代表 １人 

町田公共職業安定所の代表 １人 

町田警察署の代表 １人 

南大沢警察署の代表 １人 

町田消防署の代表 １人 

町田市民生委員・児童委員協議会の代表 １人 

一般社団法人町田市医師会の代表 １人 

公益社団法人町田市歯科医師会の代表 １人 

一般社団法人町田市薬剤師会の代表 １人 

社会福祉法人町田市社会福祉協議会の代表 １人 

町田商工会議所の代表 １人 

町田市町内会・自治会連合会の代表 １人 

町田市立小学校の代表 １人 

町田市立中学校の代表 １人 
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２ 町田市自殺対策推進協議会委員名簿 

所属 氏名 

山田法律事務所 弁護士 秋山 一弘 

北里大学医学部 精神科学 講師 新井 久稔 

特定非営利活動法人 全国自死遺族総合 
支援センター センター会員 弁護士 

川合 きり恵 

特定非営利活動法人 東京多摩いのちの 
電話 副理事長 

早借 洋一 

八王子労働基準監督署町田支署 
監督・安衛課長 

真田 暁 

町田公共職業安定所 次長 宮嶋 修 

警視庁町田警察署 生活安全課長 荒井 重之 

警視庁南大沢警察署 生活安全課 
課長代理 

比嘉 健二 

町田消防署 警防課長 伊藤 聖悦 

町田市民生委員児童委員協議会 

鶴川第一地区民生委員児童委員協議会会長 
井上 儀人 

一般社団法人町田市医師会 理事 中川 種栄 

公益社団法人 東京都町田市歯科医師会 
副会長 

音琴 三郎 

一般社団法人町田市薬剤師会 理事 安岡 史紀 

社会福祉法人 町田市社会福祉協議会 
事務局長 

馬場 昭乃 

町田商工会議所 総務部 部長 八木 満 

町田市町内会自治会連合会 副会長 大川原 久 

町田市公立小学校長会 
町田市立藤の台小学校長 

三好 浩一 

町田市公立中学校長会 
町田市立南中学校長 

大川 武司 
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３ 町田市自殺対策推進庁内連絡会設置要領 

第１ 設置 

自殺対策基本法（平成１８年法律第８５号）第３条第２項の規定に基づく町田市自殺総

合対策事業（以下「事業」という。）を円滑に推進するに当たり、庁内の総合調整を図るた

め、町田市自殺対策推進庁内連絡会（以下「連絡会」という。）を置く。 

第２ 所掌事務 

連絡会は、次に掲げる事項について調整、協議する。 

（１） 事業に係る情報の収集に関すること。 

（２） 事業に係る情報の共有に関すること。 

（３） 庁内における自殺対策体制の整備に関すること。 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

第３ 組織 

１ 連絡会は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、保健所健康推進課長をもって充てる。 

３ 委員は、次に掲げる課の職員のうちから、市長が指名する。 

政策経営部広聴課 総務部職員課 財務部納税課 市民部市民協働推進課 地域福祉

部福祉総務課 地域福祉部生活援護課 地域福祉部障がい福祉課 いきいき生活部高

齢者福祉課 保健所保健総務課 保健所保健予防課 子ども生活部児童青少年課 子

ども生活部子ども家庭支援センター 教育委員会事務局学校教育部指導課 教育委員

会事務局生涯学習部生涯学習センター 市民病院事務部医事課 

第４ 会長 

１ 会長は、連絡会を代表し、会務を総理する。 

２ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 

第５ 会議 

１ 連絡会は、必要に応じ会長が招集する。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、連絡会に委員以外の者の出席を求めることがで

きる。 

第６ 専門部会 

１ 連絡会に、会長及び委員の一部で構成する専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会の構成及び運営に関し必要な事項は、会長が連絡会に諮って定める。 

第７ 庶務 

連絡会の庶務は、保健所健康推進課において処理する。 

第８ 委任 

この要領に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡会に諮っ

て定める。 
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４ 町田市自殺対策計画策定経過 

 

年月日 調査及び会議等 

2017年10月18日 

2017 年度 第１回町田市自殺対策推進協議会 

（１）自殺対策推進協議会について 

（２）2017 年度自殺対策推進事業について 

（３）協議事項 町田市自殺対策計画策定に向けた市民意識調査
の位置づけ及び内容について 

（４）情報交換 自殺対策に関する取組状況について 

2017年11月１日～ 
2017年11月30日 

町田市こころの健康に関する市民意識調査 

2018 年 2 月 15 日 

2017 年度 第２回町田市自殺対策推進協議会 

（１）こころの健康に関する市民意識調査について 

（２）（仮称）町田市自殺対策計画概要案について 

（３）こころの健康づくりの取組について 

（４）情報交換 自殺対策に関する取組状況について 

201８年 5 月 10 日 

2018 年度 第１回町田市自殺対策推進協議会 

（１）こころの健康づくりの取組調査（学校・鉄道団体等）結果
について 

（２）2018 年度の町田市自殺対策推進事業年間スケジュール
について 

（３）協議事項 （仮称）町田市自殺対策計画（素案）について 

（４）情報交換 自殺対策に関する取組状況について 

201８年 5 月 17 日 

2018 年度 第１回町田市自殺対策推進庁内連絡会 

（１）2018 年度の町田市自殺対策推進事業年間スケジュール
について 

（２）こころの健康づくりの取組調査（鉄道団体・学校）結果に
ついて 

（３）協議事項 （仮称）町田市自殺対策計画（素案）について 

（４）情報交換 自殺対策に関する取組状況について 

201８年８月９日 2018 年度 第２回町田市自殺対策推進協議会 

201８年８月 20 日 2018 年度 第２回町田市自殺対策推進庁内連絡会 
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５ 用語解説 

【あ行】 

いのちの電話（P38） 

「いのちの電話」は、いつでも電話を受けられる体制をとり、相談員としての認定を受けた

ボランティアが誰にも相談できずに悩んでいる人の話し相手になることで、再び生きる活力を

与えようとする組織 

 

【か行】 

ゲートキーパー（P14,21,22,23,25,29,31,32,34,38,39,43,44,47） 

地域や職場、教育、その他様々な分野において、身近な人の自殺のサインに気づき、声をか

け、その人の話を受け止め、必要に応じて専門の相談機関につなぐなどの役割が期待される人 

 

【さ行】 

自殺総合対策大綱（P1,4,5,20,31） 

自殺対策基本法に基づき、政府が推進すべき自殺対策の指針として定めるもの。平成 19 年

６月に初めての大綱が策定された後、平成 20 年 10 月に一部改正、平成 24 年８月に初めて

全体的な見直しが行われた。大綱はおおむね５年を目途に見直すこととされたため、基本法改

正の趣旨等を踏まえ、平成 29 年７月、新たな大綱が閣議決定された。 

 

自殺対策基本法（P1,3,4,8,51） 

自殺の防止と自殺者の親族等への支援の充実を目的として制定された法律。法制化に向けて

全国で署名活動が行われた。平成 18 年６月 21 日に公布、同年 10 月 28 日に施行。施行か

ら 10 年の節目にあたる平成 28 年３月に改正、同年４月１日に施行された。 

 

自殺未遂（P9,21,25） 

自殺とは自ら自分の生命を絶つ行為であるが、死に至らなかった場合、自殺未遂といわれる。

自殺未遂者は、自殺者の 10 倍以上存在すると考えられている。自殺者は女性より男性が、自

殺未遂者は男性より女性が多いとされている。 

 

自死遺族（P19,21,25,38） 

自殺によって家族を亡くされた遺族の呼称である。自殺対策基本法では「自殺者の親族等」

と表記されている。従来、論文などでは「自殺遺族」「自殺者の遺族」といった表記が用いられ

ていたが、当事者遺族等が「自殺」ではなく「自死」という呼称を望み、自らの立場を「自死

遺族」と位置づけたことから、特に遺族に対する支援や相談場面においては、この呼称が用い

られることが多くなった。 
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自傷他害（P37） 

自傷とは主として自己の生命・身体を害する行為を言い、単に浪費や自己の所有物の損壊な

どの行為は含まない。他害とは、他人の生命、身体、自由、貞操、名誉、財産等に害を及ぼす

場合と決められている。精神障がいのために自傷他害のおそれが強く、精神保健指定医二人以

上の診断結果に基づき、都道府県知事の命令によって強制的に入院させることを措置入院とい

う。 

 


